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Single Master FormおよびEntity Master Formに関する公

表

In brief 

インド準備銀行(RBI)は本年4月5日に開催された金融政策決定会合において、外国投資に関す

る既存の各種報告フォームをSingle Master Form (SMF)という新たなフォームに一本化するこ

とを発表しました。この度、RBIが同SMFおよびSMFの提出に先立ち提出が求められるインド

法人の基本情報を記載したEntity Master Form (EMF)に関するサーキュラーを発行しました。

これまで、外国資本によりインド法人を設立する際やインド法人と外国法人との間で株式譲渡

を行う際は、インド法人に各種報告フォームを使用して外国投資に関する報告を求めていまし

た。今回の改正は、これらの個別報告フォームを1つに統合し、手続きの簡素化を図るととも

に、過去提出された報告内容についても再報告を求めることで、現時点で行われている外国投

資の詳細を把握しペーパーカンパニーを通じたマネーロンダリングなどを排除する目的があり

ます。

 同フォームはForeign Investment Reporting and Management System (FIRMS) を通じて、オ

ンライン上で提出する必要があります。

In detail 

要件 期限 備考

EMF 
2018 年 6 月 28 日から

2018 年 7 月 12 日 

 インド法人（LLP 含む）の法人名や住所、法

人番号、主要事業の概要、外国資本による投

資情報などの基本情報を提出。

 期限内に提出ができなかった場合には、間接

投資を含む外国資本の受け入れが将来的に不

可能になる可能性がある。その他、外国為替

管理法（Foreign Exchange Management Act,



1999）におけるコンプライアンス違反と見な

される可能性がある。 
 間接投資を含む全ての外国資本の受け入れ情

報に加え、会社設立から現在に至るまでの期

間に非居住者に対しておこなわれた株式の発

行および譲渡に関する詳細を記載。 
 2018 年 6 月 27 日付で RBI が EMF のユー

ザーマニュアル  を発表 
 
 

SMF 
2018 年 8 月 1 日から提

出可能 
(期限は未発表) 

 
 

 既存の外国投資関連の各種フォームを統合し

た新たなフォーム。SMF 中には、これまで

の Form FC-GPR, Form FC-TRS, Form LLP- 
Ⅰ & Ⅱ, Form ESOP, Form CN, Form DR が含

まれている（最終フォームは後日公表予定） 
 

 SMF における重要な追加項目 
 

 インド法人によるダウンストリーム投資（関

節外国投資）、各種投資ビークルに対する投

資を報告対象として追加 
 新規に株式を発行する場合、その払込額また

は支払いが見込まれる保証額。 
 株式などの資本商品をインド非居住者から居

住者に譲渡する場合、インド非居住者による

当初出資に係る Acknowledgement Letter の
提供。 
 
 

 
 
本件の詳細については以下の英文ニュースアラートをご参照ください。  
 
PwC インド英文ニュースアラート 
 
https://www.pwc.in/assets/pdfs/news-alert-
tax/2018/pwc_news_alert_8_june_2018_foreign_investment_in_india.pdf 
 
SMF および EMF の規定（提出フォームを含む） 
 
https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11297&Mode=0 
 
EMF のユーザーマニュアル 
 
https://rbi.org.in/Scripts/femaview.aspx?femaid=64 

https://rbi.org.in/Scripts/femaview.aspx?femaid=64
https://rbi.org.in/Scripts/femaview.aspx?femaid=64
https://rbi.org.in/Scripts/femaview.aspx?femaid=64
https://rbi.org.in/Scripts/femaview.aspx?femaid=64


 
 
 
本件に関しましてご不明な点がございましたら、以下の担当者までお知らせください。 
 
 
【デリー／グルガオン事務所】 
ディレクター 古賀 昌晴 （ムンバイ兼務） 
Direct: +91 (0)124 330 6531 / Mobile: +91 (0) 9650388830  
Email: masaharu.koga@pwc.com 
  
アソシエイトディレクター 中間 雅彦 
Mobile: +91 (0) 8860932929 
Email: masahiko.nakama@pwc.com 
  
アソシエイトディレクター 笠井 周（プネ／アーメダバード兼務）（日本国会計士） 
Direct: +91 (0)124 4620442 / Mobile: +91(0) 9560106683  
Email: chikashi.kasai@pwc.com 
  
マネージャー 横山 義晃 （コルカタ兼務）（日本国会計士・税理士) 
Direct: +91 (0)124 330 6824 / Mobile: +91(0) 9560335454  
Email: yoshiaki.yokoyama@pwc.com 
  
アソシエイト 芦田 千尋   
Mobile: +91 (0) 9910397025  
Email: chihiro.ashida@pwc.com 
  
【バンガロール事務所】（ハイデラバードおよびチェンナイ兼務） 
マネージャー 戸原 英則  （日本国公認会計士） 
Direct: +91 (0) 80 4079 4118 / Mobile: +91 (0) 9902026401  
Email: tohara.hidenori@pwc.com 
  
【チェンナイ事務所】 
アソシエイト 山崎 嘉夫   
Direct: +91 (0)44 6607 5328 / Mobile: +91 (0) 9962817839  
Email: yoshio.yamazaki@pwc.com 
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